
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
公
有
水
面
埋
立
の
要
領　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
港　

湾　

課
）　

一

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

二

○
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畜　

産　

課
）　

二

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

二

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

　
　

公　
　

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

四

　
　

登　

載　

依　

頼

○
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
宇
城
地
域
保
健
医
療
推
進
協
議
会
）　

四

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
そ

の
要
領
を
告
示
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
場
所
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
三
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

出
願
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県　

代
表
者　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

二　

埋
立
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

水
俣
市
月
の
浦
字
月
浜
一
六
一
の
二
地
先
並
び
に
一
五
五
の
一
、
一
五
四
の
一
、
一
四
七
の
一
及

　
　

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
先
並
び
に
一
四
七
の
一
、
一
一
六
の
一
、
一
一

　
　

五
の
一
、
一
一
四
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
六
、
五
四
の
五
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

　
　

道
路
、
水
路
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
②
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
、
②
の
地
点
か
ら
パ
ラ
メ
タ
ー
Ａ

　
　

＝
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
Ｒ
＝
八
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
曲
線
で
②
の
地
点
と
③
の

　
　

地
点
を
結
ぶ
北
西
側
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
弧
、
③
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
〇
九
分
一
二
秒
八
〇
・
〇
五
メ

　
　

ー
ト
ル
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径
八
〇
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で
③
の
地
点
と
④
の
地
点
と
を
結

　
　

ぶ
東
側
の
円
弧
、
④
の
地
点
か
ら
パ
ラ
メ
タ
ー
Ａ
＝
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
Ｒ
＝
八
〇
・
〇
五
メ

　
　

ー
ト
ル
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
曲
線
で
④
の
地
点
と
⑤
の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
ク
ロ
ソ
イ
ド
弧
、
⑤
の
地

　
　

点
か
ら
⑦
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
⑦
の
地
点
か
ら
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
三
年
の
秋

　
　

分
の
満
潮
位
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
一
一
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
の
境
界
線
及
び
①
の
地

　
　

点
と
⑧
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
六
年
十
二
月
二
日
付
け
熊
本
県
指
令
第
六
号
で
し
ゅ
ん
功
認
可
さ
れ
た

　
　

埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｄ
Ｌ
＋
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

　
　

域

　
　
　

①
の
地
点　

江
添
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
二
度
一
一
分
四
〇
秒
〇
四
二
、
東
経
一
三
〇
度
二
三
分

　
　
　
　
　
　
　
　

五
七
秒
〇
六
九
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
四
五
度
四
三
分
〇
〇
秒
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　

七
八
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

②
の
地
点　

①
の
地
点
か
ら
四
四
度
一
二
分
三
六
秒
五
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

③
の
地
点　

②
の
地
点
か
ら
三
八
度
二
五
分
二
〇
秒
四
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

④
の
地
点　

③
の
地
点
か
ら
五
度
五
六
分
三
三
秒
七
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑤
の
地
点　

④
の
地
点
か
ら
三
三
三
度
二
八
分
五
六
秒
四
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑥
の
地
点　

⑤
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
四
七
分
五
二
秒
二
〇
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑦
の
地
点　

⑥
の
地
点
か
ら
五
八
度
二
九
分
四
四
秒
一
六
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

⑧
の
地
点　

⑦
の
地
点
か
ら
一
八
三
度
五
九
分
二
〇
秒
二
八
四
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示



　

３　

面
積

　
　
　

一
万
七
百
九
十
三
・
〇
八
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

位
置

　
　
　

水
俣
市
月
の
浦
字
月
浜
一
六
一
の
二
、
一
五
五
の
一
、
一
五
四
の
一
、
一
四
七
の
一
及
び
こ
れ
ら

　
　

の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
内
並
び
に
一
四
七
の
一
、
一
一
六
の
一
、
一
一
五
の
一
、

　
　

一
一
四
の
一
、
六
一
の
一
、
六
一
の
六
、
五
四
の
五
六
、
五
四
の
四
一
、
五
四
の
四
〇
及
び
こ
れ
ら

　
　

の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
地
内
及
び
地
先
公
有
水
面

　

２　

区
域

　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
□１
 

の
地
点
と
□
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

　
　

区
域

　
　
　

□１
 

の
地
点　

基
点
か
ら
二
四
三
度
五
八
分
〇
〇
秒
一
、
八
二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□２
 

の
地
点　

□１
 

の
地
点
か
ら
三
五
六
度
〇
二
分
三
七
秒
五
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□３
 

の
地
点　

□２
 

の
地
点
か
ら
三
一
二
度
五
四
分
五
五
秒
一
二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□４
 

の
地
点　

□３
 

の
地
点
か
ら
一
一
度
〇
二
分
〇
六
秒
二
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□５
 

の
地
点　

□４
 

の
地
点
か
ら
八
五
度
三
七
分
四
〇
秒
八
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□６
 

の
地
点　

□５
 

の
地
点
か
ら
一
五
二
度
〇
〇
分
四
三
秒
一
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□７
 

の
地
点　

□６
 

の
地
点
か
ら
一
九
二
度
三
三
分
〇
〇
秒
七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□８
 

の
地
点　

□７
 

の
地
点
か
ら
一
五
三
度
三
九
分
五
〇
秒
三
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□９
 

の
地
点　

□８
 

の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
五
五
分
五
五
秒
一
〇
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

□
の
地
点　

□９
 

の
地
点
か
ら
二
四
四
度
〇
九
分
三
五
秒
五
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面
積

　
　
　

四
万
九
千
四
百
三
十
六
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

道
路　
　

三
千
九
十
二
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

護
岸
敷　

九
百
七
・
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

緑
地　
　

六
千
七
百
九
十
三
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

五　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
九
日

六　

関
係
書
類
の
縦
覧
場
所

　
　

熊
本
県
土
木
部
港
湾
課
、
芦
北
地
域
振
興
局
及
び
水
俣
市
役
所

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
五
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
訪
問
看
護
】

　

【
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
】

　

【
居
宅
療
養
管
理
指
導
】

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
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１０

１０

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

大
浦
病
院

熊
本
市
水
前
寺
四
丁
目
五
十
二
番
四
十

八
号

事　

業　

者　

名

小
山
敬
子

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

大
浦
病
院

熊
本
市
水
前
寺
四
丁
目
五
十
二
番
四
十

八
号

事　

業　

者　

名

小
山
敬
子

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

大
浦
病
院

熊
本
市
水
前
寺
四
丁
目
五
十
二
番
四
十

八
号

事　

業　

者　

名

小
山
敬
子

廃　

止　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日

病　

名

ヨ
ー
ネ
病

区
分

患
畜

発　

生　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
一
月
七
日

発
生
場
所

阿
蘇
郡
産
山
村

発
生
頭
数

一
戸
二
頭

適　

用

乳
用
牛



　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

熊
本
県
告
示
第
八
百
七
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

熊
本
県
公
告
第
七
百
七
十
九
号

　

阿
蘇
郡
久
木
野
村
久
木
野
村
土
地
改
良
区
の
役
員
が
次
の
と
お
り
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
十
三
年
十
一
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

退　

任
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道
路の種

類
一
般

国
道

主
要

地
方

道　

路

線

名

二
六
五
号

熊

本

高

森

線

区

域

変

更
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